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「パートナーシップ構築宣言」

当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進

めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言し

ます。

１． サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を超えた新たな連携

直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかけることにより、サプライチェーン全体での付加

価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存

共栄の構築を目指します。

なお、当社は日本生命グループの一員として、『お客様に寄り添い、お客様が真に求める“保

障”と”補償”を質の高いサービスとコンサルティングを通じて提供する』という基本理念のも

と、以下の観点に基づき取引活動を行い、ビジネスパートナーの皆様とともに持続可能な社会の実

現に貢献してまいります。また、ビジネスパートナーの皆様とのコミュニケーションの充実に努

め、信頼関係に基づくパートナーシップの構築を目指してまいります。

1. 法令・社会規範等の遵守

法令や社会規範等を遵守し、高い倫理観に基づき行動します。

2. 公正・公平な取引と腐敗防止

公正・公平な取引を推進し、不適切な利益の供与や受領は行いません。

3. 人権尊重

国際人権章典などの人権に関する国際規範を支持し、人権を尊重します。また、ビジネスパ

ートナーによる人権への負の影響が、当社の事業や、商品・サービスと直接つながっている

場合、当社はこれらのパートナーに対しても、人権を尊重し、侵害しないよう求めていきま

す。

4. 環境への配慮

当社事業活動における紙使用量の削減や、ペーパーレスによる保険契約手続の推進など、環

境に与える負荷を最小限に抑えるよう努めます。

5. 健康経営に関する取組

がん対策推進企業アクションに参画し、従業員のがん検診受診を推進するとともに、社内教

育・啓発活動に基づき、ビジネスパートナーへのがんの正しい知識の普及に努めます。

２． 「振興基準」の遵守

発注方法の改善、対価の決定の方法の改善、代金の支払方法の改善、型等に係る取引条件の改

善、知的財産の保護及び取引の適正化等を含む委託事業者と中小受託事業者との望ましい取引慣行

（受託中小企業振興法に基づく「振興基準」）を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げ

となる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。
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３． その他

当社が関わるサプライチェーン全体の共存共栄のため、直接の取引先をはじめ、サプライチェー

ン全体へのパートナーシップ構築宣言の普及を図ります。

2026 年２月 13 日

受託中小企業振興法に基づく「振興基準」の内容を理解した上で宣言します。

    株式会社ライフプラザパートナーズ   代表取締役社長 松田 健太郎                     


